
 
 

 

 

 

 

市第 95 号議案 横浜自然観察の森の指定管理者の指定 

 

 指定管理者選定評価委員会を開催し、指定管理者の候補者について、次のとおり選定し

ましたので、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により、当該指定管理者の指定を行い

ます。 

 

指定管理者 

 

施設名 区 指定管理者 主な施設 

横浜自然観察の森 栄 公益財団法人日本野鳥の会 

自然観察センター、ボランティア活動拠点、

自然林、草地、池、湿地、観察小屋、屋外

トイレ ほか 

【指定期間：令和２年４月１日から令和７年３月 31 日まで（５年間）】 

 

 

 

 

【参 考】 

１ 横浜自然観察の森の概要 

（１）設 置 根 拠 横浜自然観察の森条例 

（２）設置年月日 昭和 61 年３月 27 日 

（３）所 在 地  栄区上郷町 1,562 番地の１ 

（４）面   積 44.4ha 

 

２ 経過 

平成 30 年 12 月 指定管理者制度導入のため条例一部改正 

令和 元年 ６月 公募要項の公表 

８月 応募書類の受付 

９月 選定評価委員会により指定候補者を選定 

12 月 指定管理者の指定（今回上程） 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面あり】 

  

温暖化対策・環境創造・ 

資 源 循 環 委 員 会 

令和元年 12 月 17 日 

環境創造局説明資料 



 
 

 

３ 位置図 

 


